
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

公立高校の出願状況（倍率）の発表 
⇒1 月 26 日（月）午前 10 時 

 

道教委の Web ページに掲載（新聞の夕刊、または

翌日朝刊にも掲載）されます。学級にも掲示しお知ら

せします。 

 

    

 

出願変更の手続きについてお知らせします。高等学

校での受付は１月 27 日（火）から 2 月 2 日（月）の
平日午前９時から午後４時３０分（最終日のみ午後４
時まで）の受付です。それまでに本人、保護者、そし

て中学校で書類を作成する必要がありますので、中学
校の書類提出締切を別に設けています。これは、適切

に出願変更の手続きを完了するために必要ですので

よろしくお願いします。また、保護者の方には、当初

出願先高校へ出向いていただき、必要な手続きを行っ

ていただかなければなりませんので、ご協力お願いい

たします。 

 

出願変更の受付期間（中学校）: 
１月 29 日（木）１２:００までに、 

保護者の方から電話で担任に申し出て 
ください。（締切厳守でお願いします!） 
※出願変更の受付期間（高等学校） 
 １月 27 日(火)～２月 2 日（月）  

９:００～１６:３０ ※最終日は１６:００まで 
※土日を挟むことから、手続きを 30 日(金)中に完了させたい

と考えています。ご協力お願いします。 
※担任が授業中の場合は、折り返しお電話をしますので、連

絡がつくようにしておいてください。 
 

 

 

 

 

◇基本的な出願変更の手続きについて 
道→市、市→道などのパターンにより、手続きが若

干変わりますが、基本的な流れを紹介します。 
①出願変更を希望する場合は、保護者の方から担任に

電話で申し出てください。(1/29 までに) 
②中学校で必要な書類を作成します。 
③翌日、保護者の方に中学校に来ていただきます。 

（書類をお渡しします） 
④保護者の方に当初の出願先の高校に行っていただ

きます。準備した書類を高校へ提出。訂正用印鑑と
所定の郵券を持参してください。 

⇒中学校に、高校から受け取った「出願変更承認書」
を提出してください。 

◇出願変更に必要なもの◇ 
◇道立→道立・市立→市立の場合 

・出願変更願 
・印鑑（万が一訂正が必要になった場合に必要）  
・郵送料…道→道の場合 490 円 

市→市の場合 530 円 
◇道立→市立・市立→道立の場合 

・出願変更願 ・願書（新たに作成します） 
・検定料（道立・市立で納入方法が違うため） 
 →道の場合、収入証紙 
  市の場合、クレジット決済または納付書 
・検定料還付に必要な口座番号 

→（願書に署名した保護者名義のもの） 
・印鑑 
・郵送料（460 円） 

 

私立単願受験時の確認【土曜日に受験がある場合】 
 先週末に単願受験の第一弾が終了しました。お疲れ様でした。単願受験に際して再度確認します。「入試のてび
き」にもあったように、遅れそうな場合や当日体調不良で欠席するような場合は、土曜日ですので、まずは受験校
へ連絡し、その後の指示を仰ぐようにして下さい。受験票忘れは申し出れば再発行可能です。 


